
令和６年４月 

 

    刈谷市障害者雇用推進企業支援事業補助金 

◆  概要 

 障害者が地域社会の一員としていきいきと生活することができる社会を実現する

ため、障害者の雇用の場を確保し、一般就労への移行促進を図ることを目的とし、

障害福祉サービス事業所である就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援

Ｂ型を利用した障害者を雇用した事業者に対して補助金を交付します。 

 

◆  対象となる事業者   

市内に主たる事務所又は事業所を有する企業で、次に掲げる要件のいずれにも該

当するもの 

（１）障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条第７項に規定する事業主に該当

すること 
 

（２）次に掲げる要件のいずれにも該当する障害者（以下「対象障害者」という。）

を新たに雇用し、かつ対象障害者の雇用が６か月以上継続したもの。 
 

① 当該雇用開始の日以前６か月の間に就労移行支援、就労継続支援Ａ型及

び就労継続支援Ｂ型を利用していたもの 

② 認定申請時に市内に住所を有するもの（居住地特例を含む） 

③ １週間の所定労働時間が２０時間以上であるもの 
 

 

（３）風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第１項、第５項、第１１項又は第１３項に規定する営業を営む者

でないこと 
 

（４）代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例（平成２４年条例第８号）第２条

に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者で

ないこと 
 

（５）市税を滞納していないこと 

 

◆  補助金額 

（１）当該障害者の１週間の所定労働時間が３０時間以上 ６か月あたり５万円 

（２）当該障害者の１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満         

６か月あたり２万５千円 

 

◆  補助対象期間 

対象事業者が当該障害者を雇用した日から数えて１２か月間 

 

◆  補助金交付期間 

令和２年４月１日～令和７年３月３１日（予定） 

 

◆  お問い合わせ 

刈谷市役所 福祉総務課 普及支援係 電話０５６６－６２－１２０８ 



◆  申請・交付フロー 

【  対象障害者を雇用した日の翌日から起算して２ヵ月を経過する日までに… 】 

 

    

補助金の交付を受けようとする事業者は、対象障害者を雇用した日の翌日 

から起算して２ヵ月を経過する日までに、次に掲げる書類を添えて認定申 

請を行う。 
     

① 刈谷市障害者雇用推進企業支援事業補助金補助対象認定申請書 

    ② 履歴事項全部証明書の写し 

    ③ 障害者雇用状況報告書の写し（公共職業安定所に提出した直近のもの） 

    ④ 当該障害者の雇用に係る労働条件を確認できる書類の写し 

   

  

市は、認定申請の内容を審査し、適当と認めた場合は「補助対象認定通知書」 

を、適当でないと認めた場合は「補助対象却下通知書」を発行する。 

 

【 障害者を雇用した後に… 】 

    

     

【 雇用を中止した場合… 】 

       

 

認定を受けた事業者は、規定の雇用期間（６か月または１２か月） 

が満了する前に対象障害者の雇用を中止するときは、「刈谷市障害 

者雇用推進事業支援事業補助金対象認定辞退届出書」を提出する。 

６か月 

 １２か月 

 

  
対象障害者を継続して雇用し、６か月または１２か月経過した日から起算 

して１０日以内に、次に掲げる書類を添えて交付申請を行う。 
 

   ① 刈谷市障害者雇用推進企業支援事業補助金交付申請書 

   ② 雇用契約書の写し 

   ③ 勤務状況を確認できる書類の写し 

   ④ 給与明細の写し 

 

 

市は交付申請の内容を審査し、適当と認めた場合は補助金を交付する。適当

でないと認めた場合は申請を却下する。 

認定申請 

補助対象認定・却下 

障害者雇用開始 

認定辞退 

交付申請 

交付決定 

雇用後でも申請できるよ

うになりました！ 


